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南相馬市監査委員公表第７号 
 
  

地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査を、南相馬市監査基準に準拠して

実施し、同条第９項の規定によりその結果の概要を下記のとおり公表します。 
 
  
令和３年９月２７日 
 

 
南相馬市監査委員  小 澤 政 光 

 
南相馬市監査委員  鈴 木 昌 一 

 
 
                  記 
 
１ 監査の種類    

定期監査（８月実施分） 

 

２ 監査の対象   

 

対 象 部 局 等 対  象  課  等 

総 務 部 総務課、財政課 

経 済 部 観光交流課 

教 育 委 員 会 教育総務課 

  

３ 監査の範囲    

令和２年４月から令和３年３月に実施した事務事業 

 

４ 監査の着眼点   

  （１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

  （２）事業の管理又は事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか。 

  （３）事務の執行は法令に基づいて適正に行われているか。      

 

５ 監査の主な実施内容 

  （１）帳票簿冊等の審査 

  （２）監査資料に基づく関係職員からの説明の聴取 

 

６ 監査の期間 

    令和３年７月１４日～令和３年９月２４日まで 
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７ 監査の実施場所及び実施日 

 

実 施 日（監査委員監査） 対 象 課 等 実 施 場 所 

令和３年８月２３日（月） 
総 務 課 

監 査 委 員 事 務 局 
財 政 課 

令和３年８月２５日（水） 
教 育 総 務 課 

観 光 交 流 課 

    

８ 監査の結果    

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていましたが、次の事項について 

改善、検討の必要があると認められましたので、今後はこれらに留意し、適正で効率 

的かつ効果的な事務の執行にあたってください。 

なお、軽微な注意または改善を要する事項については、口頭で指示しました。 

 

≪ 指 摘 事 項 ≫ 

 
なし                         

 
≪ 指 導 事 項 ≫ 

 

 １．総務課 

 

（１）随意契約において事務処理に不備が見られたもの 

 

  随意契約は地方自治法施行令第１６７条の２で契約のできる内容等が規定されて

おり、市の財務規則においても事務処理の方法が規定されています。また、随意契約

についての標準的な解釈・指針を示す「南相馬市随意契約ガイドライン」を定めてい

ます。 

今回監査を実施したところ、発注伺いがなかったものが９件、契約締結伺いがなか

ったものが２件、起案に必要な見積書や仕様書がなかったものが５件、決裁日の誤っ

ていたものが３件と契約事務において不適切と思われる内容が多く見受けられました。 

  随意契約は、競争入札を原則とする契約方式の例外であることを十分認識し、価格

の有利性によるものであれば２者以上から見積もりを徴する必要があります。それ以

外の理由によるものであれば、どのような調査を行い、どのような理由で１者しか履

行できないと判断したか等、理由を明らかにし、競争性・透明性を確保してください。

また、財務規則、南相馬市随意契約ガイドラインに則り、適正な運用及び事務処理に

努めてください。 
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≪ 検 討 事 項 ≫ 

    

   なし 

 
 

※監査結果の区分については、指摘事項、指導事項、検討事項等（意見）に区分して 
記載しています。 

   
○ 指摘事項…是正又は改善を必要とする事項のうち、特に重要な事項として 

文書をもって指摘したもの 
  

○ 指導事項…是正又は改善を必要とする事項のうち、「指摘事項」に至らない 
事項で、文書をもって注意を行ったもの 

     
 ○ 検討事項等（意見）…特別に検討等を必要とするもの 
  
     


